
健康保険証の存続期間の延長を求める意見書 

 

マイナンバーカードに保険証機能を組み込んだいわゆる「マイナ保険

証」の普及のため、令和６年 12月２日以降は、現行の健康保険証を発行

しないことが決まった。 

しかし、マイナンバーカードをめぐっては問題が続出している。とりわ

けマイナンバーカードの健康保険証利用に関しては、他人の情報がマイ

ナンバーカードに誤ってひもづけられていたケースが判明するなど、国

民の健康及び生命に重大な影響を及ぼすおそれのある問題が顕在化して

いる。 

さらに、認知症高齢者、障がい者等の中には、家族等の手助けがなくて

はマイナンバーカードの申請・取得ができない方がいるなど、デジタル弱

者への対応が不十分なままとなっている。マイナンバーカードの暗証番

号管理、更新時の手続等は、デジタル弱者本人のみならず、その家族及び

介護施設の職員に大きな負担を強いることになる。 

よって、本県議会は、国に対し、国民の不安を解消し、デジタル弱者へ

の対応が十分になされるまで、現行の健康保険証の存続期間を延長する

よう強く要望する。 

 

以上のとおり、地方自治法第 99条の規定により意見書を提出する。 

 

  令和  年  月  日 

 

三重県議会議長 稲 垣 昭 義  



（提 出 先） 

 

衆議院議長 

 

参議院議長 

 

内閣総理大臣 

 

総務大臣 

 

財務大臣 

 

厚生労働大臣 

 

デジタル大臣 

 



訪問介護の基本報酬をはじめとした 

介護報酬の引上げを求める意見書案 

 

令和６年度の介護報酬改定で、訪問介護の基本報酬が４月から引き下

げられた。介護報酬は、介護保険から介護事業所に支払われるが、今回の

訪問介護の基本報酬の引下げで訪問介護事業所、とりわけ小規模・零細事

業所が経営難に陥り、在宅介護の基盤が壊滅するおそれがある。 

既に令和５年の訪問介護事業所の倒産件数は、67 件と過去最多を更新

しているが、そのほとんどが地域に密着した小規模・零細事業所である。

身体介護、生活援助等訪問介護は、要介護者及びその家族の生活を支える

上で欠かせないサービスであり、このままでは在宅介護が続けられず介

護崩壊を招きかねない。 

厚生労働省は、訪問介護の基本報酬の引下げの理由として、訪問介護の

利益率が他の介護サービスより高いことを挙げている。しかし、これはヘ

ルパーが効率的に訪問できる高齢者の集合住宅併設型及び都市部の大手

事業所が利益率の平均値を引き上げていると推測されることから、厚生

労働省が理由とすることが合理的なものか実態の調査が必要である。 

訪問介護の基本報酬が引き下げられた一方、介護職員の処遇改善加算

の拡充がなされているが、既に加算を受けている事業所は基本報酬引下

げで減収となり、その他の加算も算定要件が厳しいものが多く、基本報酬

引下げ分をカバーできない事業所が出ると予想される。 

訪問介護は特に人手不足が深刻であり、ヘルパーの有効求人倍率は令

和４年度で 15.5倍と高水準である。ヘルパーの給与は常勤でも全産業平

均を月額６万円も下回っており、今回の訪問介護の基本報酬の引下げに

より人手不足に一層の拍車がかかることが懸念される。 

よって、本県議会は、国に対し、介護事業者の経営環境及び介護労働者

の処遇の改善を実現し、在宅介護の基盤を存続させるため、訪問介護の基

本報酬をはじめとした介護報酬の引上げを行うよう強く要望する。 

 

以上のとおり、地方自治法第 99条の規定により意見書を提出する。 



 

  令和  年  月  日 

 

三重県議会議長 稲 垣 昭 義  



（提 出 先） 

 

衆議院議長 

 

参議院議長 

 

内閣総理大臣 

 

財務大臣 

 

厚生労働大臣 

 


